
R2.4 北海道教育庁学校教育局義務教育課

ｅラーニングシステム
千歳科学技術大学の 教育委員会・学校向け資料

ｅラーニングとは、ＰＣやモバイル端末などの電子機器（スマートフォン、タブレットPCなどを含む）や
インターネットなどのネットワークを利用して行う学習のことです。
※ ｅラーニングのeは「electronic （電子の、電子工学の、コンピュータ（制御）の）」の頭文字です。

インターネット環境があれば、場所を問わずいつでも学習できます。また、間違えた場合は、
くり返し学習することが可能です。
コンピュータが子どもの解答状況から理解度を判断して、正答率が上がると難しい問題、下

がるとやさしい問題を出題するなど、一人一人に合った問題を出すシステムです。

インターネットに接続できるＰＣが必要です。
学校、教育委員会が実施する子どもを集約して義務教育課に申し込みます（児童生徒個人が

申し込むことはできません）。義務教育課から発行された「アカウント(※)」を用いて、「千
歳科学技術大学ｅラーニングシステム」にログインし、家庭や学校で取り組みます。
（※）システムに入るための「鍵」でパスワードと組み合わせて使用します。

算数・数学、理科、英語の問題等が掲載されています。

【主なコンテンツと活用例】

○ 数学の四則計算の問題

・家庭で、計算問題として活用

・数学の授業で、計算問題として活用

・学校で放課後や長期休業中、補充学習として活用

○ 英検準２級から英検５級までの筆記と
リスニングに関する問題
・家庭で、英検を受験する前の学習として活用

・英語等の授業で、１年間の振り返りとして活用

・学校で放課後や長期休業中、英検を受験する前の
補充学習として活用

１ ｅラーニングとは

３ 千歳科学技術大学のｅラーニングシステムの特徴

２ 学習できる内容

【例（英語）】「英検３級受験準備」「英検３級筆記問題」
次の（ ）に入れるのに最も適切なものを1～4の中か
らひとつ選びなさい。
A: Linda, are you (        ) for the party yet? 
B: No, I don’t know What I should wear.
1.needed     2.signed     3.moved     4.dressed
答えの選択：□

４ 実施するためには

北海道教育委員会は、千歳科学技術大学と相互に連携協力し、地域を問わず学びの機会を提
供することにより、教育の充実、発展に資することを目的として協定書を締結しました。
連携事項の一つであるｅラーニングシステムを紹介しますので、各学校の教育活動の充実に向け

て御活用ください。

活用

ｅラーニングシステムを
活用してみませんか

【例（数学）】「式の計算」「式の加法・減法」
6a – 2b + 3a + 4b = (6a + 3a)+(-2b + 4b)

= (6 + 3)a + (-2 + 4)b
=【１】a + 【２】b

【１】□ 【２】□

ｚ道教委のWebページに、「eラーニングシステムの効果的な活用事
例」を掲載しているので、参考にしてください。

検索ｅラーニング活用事例



教育委員会・学校向け資料

５ 利用開始までの手続き

北海道
教育委員会

市町村
教育委員会

学 校 児童生徒

利用者情報報告
（学年、組、番号）

お知らせ
（令和２年４月
通知）

利用検討
取扱の位置付け

利用検討
取扱の位置付け
利用者の決定

利用者情報報告
（学年、組、番号、
学校名）

ｱｶｳﾝﾄが示され
たﾃﾞｰﾀ等の交付

ｱｶｳﾝﾄが示され
たﾃﾞｰﾀ等の交付

ｱｶｳﾝﾄの交付
ｱｶｳﾝﾄの受領

ｅラーニングの利
用開始

① ② ③

④⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩

費用負担は一切ありませ
ん。

利用者情報（学年、組、
番号、学校名）を整理し
たエクセルファイル（様
式任意）を、義務教育課
の代表アドレスへ電子
メールにより報告してく
ださい。

kyoiku.shochu1@pref.hokkaido.lg.jp
（ｲﾁ） （ｴﾙ）

費用負担は一切ありませ
ん。

個人情報を取り扱うこと
はありませんので、氏名
の報告は不要です。
利用者数に上限はありま
せん。

アカウントの管理を、教育
委員会か学校で行ってくだ
さい。

発行するﾃﾞｰﾀには、学
年、組、番号、アカウン
トを記載します。

アカウントの管理を、教育
委員会か学校で行ってくだ
さい。

アカウント・パスワード
は児童生徒本人が管理し
ます。アカウントは学年
が進行しても変わりませ
ん。自宅ＰＣでも利用可
能です。

kyoiku.shochu1@pref.hokkaido.lg.jp
（ｲﾁ） （ｴﾙ）

児童生徒がパスワードを忘れた場合

市町村教育委員会・学校などのアカウント管理者から
連絡ください（メールもしくは電話）。
なお、利用者個人（児童生徒）からの連絡は、受け付

けません。

＜メール＞

＜電 話＞ 011-204-5771（学力向上推進係直通）
受付時間 9:00～17:00（土日、祝日、休日を除く）

mailto:kyoiku.shochu1@pref.hokkaido.lg.jp　
mailto:kyoiku.shochu1@pref.hokkaido.lg.jp　

